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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定部と、
　光学素子を保持し、前記固定部に対して、前記光学素子の光軸と直交する第１回転軸と
前記光軸と直交しかつ前記第１回転軸と直交する第２回転軸とを中心に複数の転動体を介
して回転可能に支持される可動部と、を備える像振れ補正装置であって、
　前記固定部に設けられ、前記可動部の回転を規制する回転規制部と、
　前記転動体の転動面の周囲に設けられ、前記転動体の移動を規制する移動規制部と、を
有し、
　前記第２回転軸が前記光軸の方向から見て前記転動面の中心と重なった状態において、
前記第１回転軸の方向に移動する前記転動体が前記移動規制部により規制されるまでの前
記転動体の移動可能な範囲を第１の移動範囲とするとともに、前記可動部の前記第２回転
軸を中心とした回転が前記回転規制部により規制されるまでの前記可動部の回転可能な範
囲を第１の回転範囲とし、
　前記第１の移動範囲の方向と直交する方向に移動する前記転動体が前記移動規制部によ
り規制されるまでの前記転動体の移動可能な範囲を第２の移動範囲とするとともに、前記
可動部の前記第１回転軸を中心とした回転が前記回転規制部により規制されるまでの前記
可動部の回転可能な範囲を第２の回転範囲とし、
　前記第１の回転範囲に対する前記第１の移動範囲の比率を第１の比率とし、前記第２の
回転範囲に対する前記第２の移動範囲の比率を第２の比率とした場合に、前記第１の比率
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より前記第２の比率の方が大きいことを特徴とする像振れ補正装置。
【請求項２】
　前記第２の比率は、前記第１回転軸の中心から前記転動体の中心までの距離の１／２に
設定されていることを特徴とする請求項１に記載の像振れ補正装置。
【請求項３】
　前記転動面は、前記光軸を通る前記第１回転軸と前記第２回転軸との交点を中心とした
球面状に形成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の像振れ補正装置。 
【請求項４】
　前記移動規制部は、複数の異なる部材により構成されていることを特徴とする請求項１
乃至３のいずれか一項に記載の像振れ補正装置。
【請求項５】
　前記複数の異なる部材の境界部は、前記転動面を転動する前記転動体が接触しない位置
に配置されていることを特徴とする請求項４に記載の像振れ補正装置。
【請求項６】
　前記転動体は、ボールであることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の
像振れ補正装置。
【請求項７】
　前記移動規制部は、前記光軸の方向から見て略矩形状に形成されていることを特徴とす
る請求項１乃至６のいずれか一項に記載の像振れ補正装置。
【請求項８】
　前記転動面は、前記固定部に形成されていることを特徴とする請求項１乃至７のいずれ
か一項に記載の像振れ補正装置。
【請求項９】
　固定部と、
　光学素子を保持し、前記固定部に対して、前記光学素子の光軸と平行ではない第１回転
軸及び第２回転軸を中心に複数の転動体を介して回転可能に支持される可動部と、
　前記固定部に設けられ、前記可動部の回転を規制する回転規制部と、
　前記転動体の転動面の周囲に設けられ、前記転動体の移動を規制する移動規制部と、を
有し、
　前記回転規制部により規制される、前記可動部の前記第２回転軸を中心とした回転が可
能な範囲を第１の回転範囲とし、前記移動規制部により規制される、前記可動部の前記第
２回転軸を中心とした回転方向における前記転動体の移動が可能な範囲を第１の移動範囲
とし、前記回転規制部により規制される、前記可動部の前記第１回転軸を中心とした回転
が可能な範囲を第２の回転範囲とし、前記移動規制部により規制される、前記可動部の前
記第１回転軸を中心とした回転方向における前記転動体の移動が可能な範囲を第２の移動
範囲とした場合に、
　前記第１の回転範囲に対する前記第１の移動範囲の比率である第１の比率が、前記第２
の回転範囲に対する前記第２の移動範囲の比率である第２の比率と異なるように、前記回
転規制部及び前記移動規制部が設けられていることを特徴とする像振れ補正装置。
【請求項１０】
　前記光軸の方向から見て、前記転動面と重なる回転軸を前記第２回転軸とし、前記転動
面と重ならない回転軸を前記第１回転軸とした場合に、
　前記第１の比率より前記第２の比率の方が大きくなるように、前記回転規制部及び前記
移動規制部が設けられていることを特徴とする請求項９に記載の像振れ補正装置。
【請求項１１】
　前記第２回転軸は、前記第１回転軸と直交することを特徴とする請求項９又は１０に記
載の像振れ補正装置。
【請求項１２】
　前記第１回転軸及び前記第２回転軸は、前記光軸と直交することを特徴とする請求項９
乃至１１のいずれか一項に記載の像振れ補正装置。
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【請求項１３】
　前記第１回転軸及び前記第２回転軸は、前記光軸上にあり、
　前記転動面は、前記第１回転軸と前記第２回転軸との交点を中心とした球面状に形成さ
れていることを特徴とする請求項９乃至１２のいずれか一項に記載の像振れ補正装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばデジタルカメラ等のレンズ鏡筒に設けられ、被写体像の振れを低減す
る像振れ補正装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ等のレンズ鏡筒では、外部からの振動に応じて撮影光学系の全部または
一部を移動させることで、撮像面に結像する被写体像の像振れを低減する像振れ補正装置
を備えるものがある。
【０００３】
　例えば、補正レンズを保持する可動部が光軸と直交する平面上を移動する像振れ補正装
置において、固定部と可動部とに挟持されたボールの移動を規制する規制部の範囲を可動
部の最大移動量の半分に設定した技術が提案されている。
【０００４】
　この提案では、可動部が中心位置にある場合に、ボールが中心付近にあれば、可動部の
移動中にボールが規制部へ接触することなく動作することが可能となる。また、ボールが
中心付近からずれていた場合には、ボールを中心に戻すリセット動作を行うことで、可動
部が中心位置にある場合のボールの位置を中心付近の所定の範囲に収めることが可能とな
る（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３９６９９２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１では、可動部の移動量に対して、ボールの移動量が半分になるという原
理に基づいている。しかし、補正レンズを保持する可動部が光軸と直交する平面上でなく
、光軸と直交する軸を回転軸として回転する像振れ補正装置においては、固定部と可動部
とに挟持されたボールは、球面状の転動面を移動することとなる。
【０００７】
　この場合、回転軸の方向によりボールの移動量が異なり、ボールの移動量が小さくなる
回転軸の方向では、リセット動作によりボールが中心付近にリセットされず、リセット動
作後にボールが存在し得る範囲が広くなってしまう。
【０００８】
　従って、可動部が中心位置にある場合のボールの位置を初期位置とすると、初期位置の
範囲が広くなる。ボールの初期位置の範囲が広くなると、像振れ補正動作時に、ボールの
転動面の面精度の影響を受けやすくなり、像振れ補正装置の性能が不安定になるおそれが
ある。
【０００９】
　そこで、本発明では、転動体の転動を介して光軸と直交する軸を回転軸として可動部が
回転する像振れ補正装置において、リセット動作後の転動体の初期位置の範囲を小さくし
て、転動面の面精度に起因する性能の変動を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】



(4) JP 6602059 B2 2019.11.6

10

20

30

40

50

　上記目的を達成するために、本発明の像振れ補正装置は、固定部と、光学素子を保持し
、前記固定部に対して、前記光学素子の光軸と直交する第１回転軸と前記光軸と直交しか
つ前記第１回転軸と直交する第２回転軸とを中心に複数の転動体を介して回転可能に支持
される可動部と、を備える像振れ補正装置であって、前記固定部に設けられ、前記可動部
の回転を規制する回転規制部と、前記転動体の転動面の周囲に設けられ、前記転動体の移
動を規制する移動規制部と、を有し、前記第２回転軸が前記光軸の方向から見て前記転動
面の中心と重なった状態において、前記第１回転軸の方向に移動する前記転動体が前記移
動規制部により規制されるまでの前記転動体の移動可能な範囲を第１の移動範囲とすると
ともに、前記可動部の前記第２回転軸を中心とした回転が前記回転規制部により規制され
るまでの前記可動部の回転可能な範囲を第１の回転範囲とし、前記第１の移動範囲の方向
と直交する方向に移動する前記転動体が前記移動規制部により規制されるまでの前記転動
体の移動可能な範囲を第２の移動範囲とするとともに、前記可動部の前記第１回転軸を中
心とした回転が前記回転規制部により規制されるまでの前記可動部の回転可能な範囲を第
２の回転範囲とし、前記第１の回転範囲に対する前記第１の移動範囲の比率を第１の比率
とし、前記第２の回転範囲に対する前記第２の移動範囲の比率を第２の比率とした場合に
、前記第１の比率より前記第２の比率の方が大きいことを特徴とする。また、本発明の像
振れ補正装置は、固定部と、光学素子を保持し、前記固定部に対して、前記光学素子の光
軸と平行ではない第１回転軸及び第２回転軸を中心に複数の転動体を介して回転可能に支
持される可動部と、前記固定部に設けられ、前記可動部の回転を規制する回転規制部と、
前記転動体の転動面の周囲に設けられ、前記転動体の移動を規制する移動規制部と、を有
し、前記回転規制部により規制される、前記可動部の前記第２回転軸を中心とした回転が
可能な範囲を第１の回転範囲とし、前記移動規制部により規制される、前記可動部の前記
第２回転軸を中心とした回転方向における前記転動体の移動が可能な範囲を第１の移動範
囲とし、前記回転規制部により規制される、前記可動部の前記第１回転軸を中心とした回
転が可能な範囲を第２の回転範囲とし、前記移動規制部により規制される、前記可動部の
前記第１回転軸を中心とした回転方向における前記転動体の移動が可能な範囲を第２の移
動範囲とした場合に、前記第１の回転範囲に対する前記第１の移動範囲の比率である第１
の比率が、前記第２の回転範囲に対する前記第２の移動範囲の比率である第２の比率と異
なるように、前記回転規制部及び前記移動規制部が設けられていることを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、転動体の転動を介して光軸と直交する軸を回転軸として可動部が回転
する像振れ補正装置において、リセット動作後の転動体の初期位置の範囲を小さくして、
転動面の面精度に起因する性能の変動を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態である像振れ補正装置を正面側（被写体側）から見た斜
視図である。
【図２】（ａ）は像振れ補正装置を正面側から光軸方向に見た図、（ｂ）は（ａ）の右側
面図である。
【図３】（ａ）は像振れ補正装置を光軸方向から部分的に見た図、（ｂ）は（ａ）のＡ－
Ａ線断面図、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。
【図４】（ａ）は像振れ補正装置を光軸方向から部分的に見た図、（ｂ）は（ａ）のＡ－
Ａ線断面図、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。
【図５】リセット動作時の可動部の回転に伴う被回転規制部の中心の動きを説明する概念
図である。
【図６】リセット動作時の可動部の回転に伴って固定部側の転動面を移動するボールの動
きを転動面の法線方向から見た概念図である。
【図７】（ａ）は本発明例における転動面とボールとの関係を転動面の法線方向から見た
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概念図、（ｂ）は従来例における転動面とボールとの関係を転動面の法線方向から見た概
念図である。
【図８】（ａ）は本発明の第２の実施形態である像振れ補正装置を光軸方向から部分的に
見た図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線断面図、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。
【図９】固定部側の転動面の一か所を転動面の法線方向から見た概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。
【００１４】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態である像振れ補正装置を正面側（被写体側）から見た
斜視図である。図２（ａ）は図１に示す像振れ補正装置を正面側から光軸方向に見た図、
図２（ｂ）は図２（ａ）の右側面図である。
【００１５】
　図１及び図２に示すように、本実施形態の像振れ補正装置１００は、レンズ等の光学素
子２０を保持する可動部３０を有する。可動部３０は、不図示のレンズ鏡筒の光軸Ｌと直
交する軸を２つの回転軸ＴＣ１，ＴＣ２を中心として回転することができる。ここで、回
転軸ＴＣ１は、本発明の第１回転軸の一例に相当し、回転軸ＴＣ２は、本発明の第２回転
軸の一例に相当する。
【００１６】
　可動部３０を光軸Ｌに対して所定量傾けることで光学素子２０を光軸Ｌと直交する方向
へ所定量移動させ、これにより、像振れ補正装置１００を通過した後の光束の振れ補正や
収差補正が可能となる。なお、可動部３０には、光学素子２０の他に撮像素子を保持する
ことも可能である。その場合には、光学素子と撮像素子を一体回転させることで、像振れ
を補正することとなる。
【００１７】
　可動部３０は、光軸Ｌ周りに略等間隔で配置された３か所の付勢ばね５０により光軸方
向に付勢されている。付勢ばね５０は、本実施形態では、引っ張りコイルバネにより構成
され、光軸Ｌと略平行に配置されて、一方の端部が可動部３０に掛止され、他方の端部が
可動部３０の背面側に配置された固定部１０に掛止される。３か所の付勢ばね５０の付勢
力のつり合いにより、可動部３０が光軸Ｌと略平行になるように配置される。
【００１８】
　可動部３０と固定部１０との間には、転動体の一例であるボール４０が転動可能に挟持
されている。これにより、固定部１０に対して可動部３０が複数のボール４０の転動を介
して回転軸Ｔｃ１，ＴＣ２を中心に回転可能に支持されている。
【００１９】
　ボール４０は、可動部３０の周方向に略等間隔で３か所配置され、図２（ｂ）に示すよ
うに、可動部３０側の転動面４１と固定部１０側の転動面４２との間で転動可能に挟持さ
れている。転動面４１は、凸球面状に形成され、転動面４２は、凹球面状に形成されてお
り、転動面４１及び転動面４２の球面中心は、光軸Ｌを通る回転軸ＴＣ１と回転軸ＴＣ２
の交点と一致している。
【００２０】
　回転軸ＴＣ１は、光軸Ｌと直交し、回転軸ＴＣ２は、光軸Ｌと直交し、かつ回転軸ＴＣ
１と直交して配置されている。これにより、ボール４０が転動面４１と転動面４２との間
の挟持された状態を保ちつつ回転軸ＴＣ１，ＴＣ２の中心を一定にして可動部３０を任意
の方向へ回転させることが可能となる。なお、本実施形態では、可動部３０の回転軸ＴＣ
１，ＴＣ２の光軸方向位置は一定としているが、可変としてもよい。
【００２１】
　例えば、固定部１０と可動部３０の複数個所にそれぞれ半径の異なる転動面と複数セッ
トのボール４０を用意し、可動部３０の転動面が光軸Ｌ周りに回転することで、挟持する
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ボール４０を切り換えて回転軸ＴＣ１，ＴＣ２の光軸方向位置を可変としてもよい。
【００２２】
　固定部１０には、２つのコイル６０ａ，６０ｂが可動部３０の周方向に互いに周方向に
９０°離間した位置でそれぞれ可動部３０の外周面に対して対向して設けられている。コ
イル６０ａは、回転軸ＴＣ１周りに券回されており、回転軸ＴＣ１と直交し、かつ光軸Ｌ
と直交する方向に長い直線部を有する。コイル６０ｂは、回転軸ＴＣ２周りに券回されて
おり、回転軸ＴＣ２と直交し、かつ光軸Ｌと直交する方向に長い直線部を有する。
【００２３】
　コイル６０ａ，６０ｂの可動部３０の外周面の反対側には、それぞれ磁石７０ａ，７０
ｂがコイル６０ａ，６０ｂと対向して設けられている。磁石７０ａ，７０ｂは、可動部３
０に一体に設けられ（図３（ｂ）参照）、磁石７０ａ，７０ｂで発生する永久磁界がコイ
ル６０ａ，６０ｂの直線部を通過するように配置されている。２つのコイル６０ａ，６０
ｂへの通電を不図示の制御部により制御することで、それぞれの磁石７０ａ，７０ｂとの
間でローレンツ力を発生させ、これにより、可動部３０を回転軸ＴＣ１，ＴＣ２を中心と
して回転させることができる。
【００２４】
　また、固定部１０には、磁気センサ８０ａ，８０ｂがそれぞれ磁石７０ａ，７０ｂのコ
イル６０ａ，６０ｂの反対側の面に対向して設けられている。磁気センサ８０ａ，８０ｂ
は、磁石７０ａ，７０ｂの光軸方向への移動を検知する。即ち、磁気センサ８０ａ，８０
ｂは、可動部３０が回転すると、可動部３０と一体の磁石７０ａ，７０ｂの移動量を検知
し、検知結果に基づき、不図示の制御部が可動部３０の回転方向と回転量を判定する。な
お、本実施形態では、磁石７０ａ，７０ｂを可動部３０に設けた場合を例示したが、コイ
ル６０ａ，６０ｂを可動部３０に設けてもよい。その場合には、コイル６０ａ，６０ｂへ
電力を供給する配線が必要となる。
【００２５】
　図３を参照して、可動部３０の回転量に対するボール４０の移動量について説明する。
図３（ａ）は像振れ補正装置１００を光軸方向から部分的に見た図、図３（ｂ）は図３（
ａ）のＡ－Ａ線断面図、図３（ｃ）は図３（ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。
【００２６】
　図３（ｂ）において、回転軸ＴＣ２周りに可動部３０が回転したときの可動部３０の回
転量をＵ１とし、それに対応して転動するボール４０の移動量をＵｂ１とすると、次式（
１）が成立する。
【００２７】
　Ｕｂ１＝Ｒ１・Ｕ１／２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（１）
　ここで、Ｒ１は、回転軸ＴＣ２からボール４０の中心までの距離を示している。ボール
４０の移動量Ｕｂ１は、固定部１０側の転動面４２を円弧上に移動した量を示す。以下の
説明でも、ボール４０の移動量は、円弧上の移動量を示すものとする。また、可動部３０
の回転量Ｕ１に対して、ボール４０は、固定部１０側の転動面４２と可動部３０側の転動
面４１との間で転動するため、回転量Ｕ１の半分であるＵ１／２だけ回転軸ＴＣ２周りに
回転することとなる。これをボール４０の移動量Ｕｂ１に換算したものが上式（１）であ
る。
【００２８】
　なお、本実施形態では、移動量Ｕｂ１及び距離Ｒ１の単位は、例えば［ｍｍ］とし、回
転量Ｕ１の単位は［ｒａｄ］としている。以下の説明でも同様に長さの単位は、［ｍｍ］
として、角度の単位は［ｒａｄ］とする。
【００２９】
　図３（ｃ）において、回転軸ＴＣ１周りに可動部３０が回転したときの可動部３０の回
転量をＵ２とし、それに対応して転動するボール４０の移動量をＵｂ２とすると、次式（
２）が成立する。
【００３０】
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　Ｕｂ２＝Ｒ２・Ｕ２／２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（２）
　ここで、Ｒ２は、回転軸ＴＣ１からボール４０の中心までの距離を示す。回転軸ＴＣ１
からボール４０の中心までを結ぶ線と光軸Ｌがなす角度をＳとすると、距離Ｒ２と図３（
ｂ）の距離Ｒ１との間には、次式（３）が成立する。
【００３１】
　Ｒ１＝Ｒ２・ｃｏｓ（Ｓ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（３）
　また、上式（３）を上式（１）に代入すると、次式（４）となる。
【００３２】
　Ｕｂ１＝Ｒ２・Ｕ１・ｃｏｓ（Ｓ）／２　　　　　　　　　　　　　…（４）
　ここで、ボール４０の設置位置を考える。ボール４０を光軸Ｌ上に設置すると光学素子
２０を透過した光束を阻害することになるため、光軸Ｌ上に配置することはできない。こ
のため、ボール４０の設置位置は、必ず角度Ｓ＞０となる。また、ボール４０は、付勢ば
ね５０により固定部１０側へ付勢されている。ボール４０の設置位置をＳのコサイン関数
での範囲に言い換えると、ｃｏｓ（Ｓ）＜１となる。
【００３３】
　ここで、上式（２）及び上式（４）を可動部３０の回転量に対するボール４０の移動量
の比率に書き換えると、それぞれ次式（５）及び次式（６）となる。
【００３４】
　Ｕｂ１／Ｕ１＝Ｒ２・ｃｏｓ（Ｓ）／２　　　　　　　　　　　　　…（５）
　Ｕｂ２／Ｕ２＝Ｒ２／２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（６）
　また、上式（５）及び上式（６）に対して、ｃｏｓ（Ｓ）＜１を当てはめると、次式（
７）が成立する。
【００３５】
　Ｕｂ１／Ｕ１＜Ｕｂ２／Ｕ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（７）
　上式（７）において、Ｕｂ１／Ｕ１は、光軸Ｌ方向から見て固定部１０側の転動面４２
の中心と重なる回転軸ＴＣ２周りの可動部３０の回転量に対するボール４０の移動量の比
率を表している。また、Ｕｂ２／Ｕ２は、回転軸ＴＣ２と直交する回転軸ＴＣ１周りの可
動部３０の回転量に対するボール４０の移動量の比率を表している。上式（７）から明ら
かなように、Ｕｂ１／Ｕ１よりＵｂ２／Ｕ２の方が大きいことが判る。
【００３６】
　次に、図４を参照して、可動部３０の被回転規制部３２、及びボール４０の移動規制部
１３について説明する。
【００３７】
　図４（ａ）は像振れ補正装置１００を光軸方向から部分的に見た図、図４（ｂ）は図４
（ａ）のＡ－Ａ線断面図、図４（ｃ）は図４（ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。
【００３８】
　図４（ｂ）及び図４（ｃ）に示すように、固定部１０には、ボール４０の移動を規制す
る移動規制部１３が設けられている。移動規制部１３は、固定部１０側の転動面４２を転
動するボール４０の全方向の移動を所定範囲に規制する。移動規制部１３は、図４（ａ）
に示すように、光軸Ｌ方向から見て、転動面４２の周囲に沿って略円形状に形成されてい
る。そのため、固定部１０を樹脂の成形品とした場合に光軸Ｌ方向に抜き方向を有する金
型等で容易に製作することが可能である。なお、本実施形態では、移動規制部１３を固定
部１０に設けているが、可動部３０に設けてもよい。
【００３９】
　次に、移動規制部１３によるボール４０の移動範囲の規制について説明する。図４（ｂ
）において、回転軸ＴＣ２は、光軸方向から見て、図４（ａ）に示すように、固定部１０
側の転動面４２の中心と重なって配置され、ボール４０の移動方向は、光軸Ｌ及び回転軸
ＴＣ２のそれぞれに対して直交する方向（図４（ｂ）の左右方向）となる。
【００４０】
　可動部３０の回転に伴い、ボール４０が転動面４２を転動して移動するが、ボール４０
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は、移動規制部１３の当接壁１３１又は当接壁１３２と当接することにより、移動が規制
される。このときのボール４０の移動可能範囲を第１の移動範囲Ｔｂ１とする。一方、可
動部３０の回転は、可動部３０の被回転規制部３２が固定部１０の回転規制部１２に当接
することにより規制され、このときの可動部３０の回転可能範囲を第１の回転範囲Ｔ１と
する。
【００４１】
　続いて、図４（ｃ）において、回転軸ＴＣ２と直交する回転軸ＴＣ１周りに可動部３０
が回転する場合、ボール４０は、第１の移動範囲Ｔｂ１での移動方向と直交する方向に移
動する。
【００４２】
　このとき、ボール４０は、固定部１０側の転動面４２を転動して移動するが、移動規制
部１３の当接壁１３３又は当接壁１３４と当接することにより、移動が規制され、このと
きのボール４０の移動可能範囲を第２の移動範囲Ｔｂ２とする。一方、可動部３０の回転
は、図４（ｂ）の場合と同様に、可動部３０の被回転規制部３２が固定部１０の回転規制
部１２に当接することで規制され、このときの可動部３０の回転可能範囲を第２の回転範
囲Ｔ２とする。
【００４３】
　ここで、本実施形態では、可動部３０を回転可能範囲の全域で回転させた場合に、ボー
ル４０が移動可能範囲の全域を移動するように可動部３０の回転可能範囲とボール４０の
移動可能範囲との関係を設定する。可動部３０の回転可能範囲とボール４０の移動可能範
囲の関係は、上式（５）及び上式（６）と同じ関係となるため、次式（８）及び次式（９
）で表すことができる。
【００４４】
　Ｔｂ１／Ｔ１＝Ｒ２・ｃｏｓ（Ｓ）／２　　　　　　　　　　　　　…（８）
　Ｔｂ２／Ｔ２＝Ｒ２／２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（９）
　また、上式（８）及び上式（９）に対して、上式（７）と同様に、ｃｏｓ（Ｓ）＜１を
当てはめると、次式（１０）が成立する。
【００４５】
　Ｔｂ１／Ｔ１＜Ｔｂ２／Ｔ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（１０）
　上式（１０）において、Ｔｂ１／Ｔ１は、光軸Ｌ方向から見て固定部１０側の転動面４
２の中心と重なる回転軸ＴＣ２周りの可動部３０の第１の回転範囲Ｔ１に対するボール４
０の第１の移動範囲Ｔｂ１の比率を表しており、この比率を第１の比率Ｐ１とする。また
、Ｔｂ２／Ｔ２は、回転軸ＴＣ２と直交する回転軸ＴＣ１周りの可動部３０の第２の回転
範囲Ｔ２に対するボール４０の第２の移動範囲Ｔｂ２の比率を表しており、この比率を第
２の比率Ｐ２とする。
【００４６】
　上式（１０）から明らかなように、第１の比率Ｐ１より第２の比率Ｐ２の方が大きいこ
とが判る。また、本実施形態では、第２の比率Ｐ２は、上式（９）よりＲ２の１／２に設
定されている。つまり、第２の比率Ｐ２が回転軸ＴＣ１の中心からボール４０の中心まで
の距離Ｒ２の１／２に設定されている。
【００４７】
　これにより、可動部３０が回転範囲Ｔ２で回転した際に、それに応じてボール４０が移
動範囲Ｔｂ２を移動することができる。この結果、後述するリセット動作によって、ボー
ル４０の初期位置を所定の範囲に収めることができ、転動面４２の面精度による像振れ補
正装置１００の性能の変動を抑制することが可能となる。
【００４８】
　次に、図５及び図６を参照して、ボール４０の位置を所定の範囲に収めるためのリセッ
ト動作について説明する。像振れ補正動作中に、可動部３０が回転すると、前述したよう
に、ボール４０が移動する。通常、ボール４０は、固定部１０側の転動面４２と可動部３
０側の転動面４１との間を転動することにより、可動部３０が回転する際の摩擦抵抗を低
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減している。
【００４９】
　しかし、ボール４０が移動規制部１３に接触すると、それ以上転動することができなく
なるため、固定部１０側の転動面４２又は可動部３０側の転動面４１とボール４０との間
で滑りが発生する。一般的に、滑りは、転動に比べて摩擦抵抗が大きいため、可動部３０
の回転を阻害する要因となる。
【００５０】
　そこで、可動部３０の回転動作中にボール４０が移動規制部１３に接触することがない
ようにするために、以下に説明するリセット動作を実施する。このリセット動作は、像振
れ補正装置１００を搭載したデジタルカメラ等の撮像装置を含む電子機器の電源オン時に
実施したり、一定時間経過ごとに実施したりすることが考えられる。
【００５１】
　図５は、可動部３０の回転に伴う被回転規制部３２の中心の動きを説明する概念図であ
る。図６は、可動部３０の回転に伴って固定部１０側の転動面４２を移動するボール４０
の動きを転動面４２の法線方向から見た概念図であり、（ａ）は通常時、（ｂ）は外部か
ら衝撃が加わったときを示す。なお、図５におけるｓ１～ｓ７は、時系列的なタイミング
を示し、図５のｓ１～ｓ７と図６のｓ１～ｓ７とは対応しているものとする。
【００５２】
　リセット動作開始時点では、まず、図５のタイミングｓ１では、被回転規制部３２が回
転規制部１２の中央に位置している。リセット動作が開始されると、被回転規制部３２は
、図５のタイミングｓ２の位置に移動し、回転規制部１２に当接した状態となる。その後
、図５のタイミングｓ３～ｓ６で、被回転規制部３２が回転規制部１２に当接した状態を
保ったまま周回する。最後に、図５のタイミングｓ７で、被回転規制部３２が回転規制部
１２の中央に戻り、リセット動作が完了する。
【００５３】
　このときのボール４０の動きについて、図６を用いて説明する。リセット動作前には、
ボール４０は、図６（ａ）のタイミングｓ１で、固定部１０側の転動面４２の中央に位置
している。リセット動作により、可動部３０の回転が開始されると、ボール４０は、移動
規制部１３に向かって移動し、図６（ａ）のタイミングｓ２の状態となる。
【００５４】
　前述したように、可動部３０を回転可能範囲の全域で回転させた場合に、ボール４０が
移動可能範囲の全域を移動するように設定している。このため、被回転規制部３２が回転
規制部１２に接触した際には、ボール４０は、移動規制部１３に接触するか接触する直前
の位置に移動している。
【００５５】
　その後、図５のタイミングｓ３～ｓ６で、被回転規制部３２が回転規制部１２に接触し
た状態で可動部３０が全領域で周回すると、ボール４０は、図６（ａ）のタイミングｓ３
～ｓ６で、移動規制部１３に接触するか接触する直前の状態で周回する。最後に、図５の
タイミングｓ７で被回転規制部３２が中央に戻ると、図６（ａ）のタイミングｓ７で、ボ
ール４０が中央に戻ることになる。このようにしてリセット動作が完了する。
【００５６】
　次に、図６（ｂ）を参照して、像振れ補正装置１００に対して外部から衝撃力等が加わ
った場合のボール４０の挙動について説明する。像振れ補正装置１００に対して外部から
衝撃力等が加わると、被回転規制部３２が回転可能範囲の中心に位置しているにも関わら
ず（図５のタイミングｓ１）、図６（ｂ）のタイミングｓ１で、ボール４０が転動面４２
の中心からずれる場合がある。
【００５７】
　この場合、リセット動作を開始すると、被回転規制部３２の回転に伴いボール４０が移
動し、図６（ｂ）のタイミングｓ２の状態となる。このとき、ボール４０は、初期位置で
中央に位置していなかったため、移動規制部１３に接触しない位置で止まることとなる。
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【００５８】
　次に、ボール４０は、可動部３０の被回転規制部３２の周回に合わせて、図６（ｂ）の
タイミングでｓ３からタイミングｓ４に進み、被回転規制部３２の周回途中で移動規制部
１３に接触して移動規制部１３の当接面上を滑ることで可動部３０の回転を吸収する。そ
の後、図６（ｂ）のタイミングｓ５，ｓ６まで、被回転規制部３２の周回に合わせてボー
ル４０が移動する。最後に、図５のタイミングｓ７で被回転規制部３２が中央に戻ると、
図６（ｂ）のタイミングｓ７で、ボール４０が中央に戻ることになる。
【００５９】
　このように、初期位置でボール４０が転動面４２の中央に位置していない状態であって
も、リセット動作を行うことで、ボール４０を転動面４２の中央に戻すことができる。な
お、ここでは、ボール４０の初期位置がずれた場合を例示したが、ボール４０が初期位置
以外にずれた場合でも、リセット動作後には、ボール４０を転動面４２の中央に戻すこと
が可能である。
【００６０】
　次に、図７を参照して、本発明例と従来例との比較について説明する。図７（ａ）は本
発明例における転動面４２とボール４０との関係を転動面４２の法線方向から見た概念図
、図７（ｂ）は従来例における転動面５４２とボール４０との関係を転動面５４２の法線
方向から見た概念図である。
【００６１】
　まず、図７（ａ）を参照して、本発明例について説明する。リセット動作時の可動部３
０の回転可能範囲は、既に図５で説明したように、各方向に一律としている。従って、本
発明例では、図７（ａ）に示すように、第１の移動範囲Ｔｂ１より第２の移動範囲Ｔｂ２
が大きくなっている。これは、可動部３０の回転軸の方向によって、ボール４０の移動量
が変化することを考慮した設定となっているためである。
【００６２】
　続いて、リセット動作後のボール４０の初期位置について説明する。ボール４０の移動
を規制する移動規制部１３は、本来、上式（８）及び上式（９）の関係を保って形成され
れば、ボール４０の初期位置は、固定部１０側の転動面４２の中央一点に必ず位置するは
ずである。しかし、製造誤差等を考慮し、ボール４０の第１の移動範囲Ｔｂ１及び第２の
移動範囲Ｔｂ２をそれぞれ少し広めに設定したとすると、ボール４０の初期位置は、中央
一点ではなく、図７（ａ）の範囲４０ｅに収まることとなる。つまり、範囲４０ｅがリセ
ット動作後のボール４０の初期位置の収まる範囲となる。
【００６３】
　次に、図７（ｂ）を参照して、従来例について説明する。従来例では、図７（ｂ）に示
すように、転動面５４２において互いに直交する方向のボール４０の移動範囲がＴｂ５１
＝Ｔｂ５２となる。従って、互いに直交する方向でのボール４０の移動可能な範囲の大き
さが同じとなり、第１の比率Ｐ１と第２の比率Ｐ２が同じとなる。また、このときのＴｂ
５２は、本発明例の第２の移動範囲Ｔｂ２と同じとなる（Ｔｂ５２＝Ｔｂ２）。このよう
な条件で移動規制部５１３を形成した場合、従来例におけるリセット動作後のボール４０
の初期位置は、本発明例の範囲４０ｅに比べてＴｂ５１方向に長い楕円状の範囲４０ｆと
なる。
【００６４】
　これは、リセット動作時に移動範囲Ｔｂ５１の方向にボール４０が移動する量が移動範
囲Ｔｂ５２の方向と比較して小さくなるため、ボール４０が滑ることでボール４０の戻り
位置が安定しないことによる。その結果、移動範囲Ｔｂ５１の方向には、リセット動作後
のボール４０の初期位置の範囲が本発明例と比較して広い範囲となってしまう。これによ
り、例えば転動面５４２の凹凸の状態の影響を受けやすくなり、面精度による性能の変動
が大きくなりうる。
【００６５】
　以上説明したように、本実施形態では、ボール４０の転動を介して光軸Ｌと直交する軸
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を回転軸ＴＣ１，ＴＣ２として回転する像振れ補正装置１００において、リセット動作後
のボール４０の初期位置の範囲を小さくすることができる。これにより、転動面４２の面
精度に起因する性能の変動を抑制することができる。
【００６６】
　（第２の実施形態）
　次に、図８及び図９を参照して、本発明の第２の実施形態である像振れ補正装置につい
て説明する。図８（ａ）は本発明の第２の実施形態である像振れ補正装置２００を光軸方
向から部分的に見た図、図８（ｂ）は図８（ａ）のＡ－Ａ線断面図、図８（ｃ）は図８（
ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。なお、上記第１の実施形態に対して重複又は相当する部分
については、各図に同一符号を付して説明する。
【００６７】
　図８（ａ）に示すように、本実施形態の像振れ補正装置２００は、可動部３０の回転規
制部１２が光軸Ｌ方向から見て略矩形状に形成されている。そのため、可動部３０は、略
矩形状の回転規制部１２の４つの直線部からなる内周面に沿って回転が規制される。
【００６８】
　これは、可動部３０が回転軸ＴＣ２周りに回転していたとしても、可動部３０の回転軸
ＴＣ１周りに回転可能な範囲は常に一定に保つことができることを意味する。このため、
例えば磁気センサ８０ａ，８０ｂの感度を調整するために、可動部３０の回転可能範囲を
正確に把握したい場合には、各回転軸ＴＣ１，ＴＣ２周りの回転可能範囲を精度よく検出
することができる。
【００６９】
　次に、ボール４０の移動を規制する移動規制部１３について説明する。移動規制部１３
も、回転規制部１２と同様に、４つの直線部を有する矩形状に形成されている。また、移
動規制部１３は、ボール４０の移動方向と略直交する壁部により構成されている。その結
果、ボール４０が移動規制部１３と当接した後に固定部１０側の転動面４２から浮き上が
る力（分力）が殆ど発生しないため、前述したリセット動作を行う際に、意図したボール
４０の滑りを発生させて所定の範囲にボール４０を収めることが可能となる。
【００７０】
　ところで、ボール４０がその移動方向と略直交して移動規制部１３に当接するため、仮
に移動規制部１３を一体の部材で構成したとすると、光軸Ｌ方向から見た場合に移動規制
部１３の一部がアンダーカット形状となってしまう。この場合、固定部１０を樹脂成形品
として製作する場合には、スライド型等を用意する等、複雑な金型が必要となる。
【００７１】
　そこで、本実施形態では、固定部１０は、ベース部材１５とカバー部材１６を組み合わ
せて構成され、移動規制部１３は、ベース部材１５とカバー部材１６にまたがって配置さ
れている。これにより、矩形状の移動規制部１３にアンダーカット形状を作ることなく、
簡易な金型を用いて固定部１０を製作することが可能となる。
【００７２】
　このように、移動規制部１３を複数の異なる部材（ベース部材１５、カバー部材１６）
で構成することで、ボール４０が転動面４２から浮き上がることを防止し、所定の範囲に
ボール４０を収め、転動面４２の面精度による性能の変動を抑制することが可能となる。
【００７３】
　次に、図９を参照して、移動規制部１３の形状を詳細に説明する。図９は、固定部１０
側の転動面４２の一か所を転動面４２の法線方向から見た概略図である。なお、図９では
、ボール４０が矩形状の移動規制部１３の角部に移動した状態を図示している。
【００７４】
　図９の状態では、ボール４０は、ベース部材１５とカバー部材１６の両方の移動規制部
１３に当接している。このとき、ベース部材１５とカバー部材１６の境界部１５ｂは、ボ
ール４０が接触しない位置に配置されている。その結果、ベース部材１５とカバー部材１
６の境界部１５ｂで段差が生じたとしても、ボール４０がその段差に接触することなく、
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スムーズなボール４０の移動が可能となる。その他の構成、及び作用効果は、上記第１の
実施形態と同様である。
【００７５】
　なお、本発明の構成は、上記各実施形態に例示したものに限定されるものではなく、材
質、形状、寸法、形態、数、配置箇所等は、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜
変更可能である。
【符号の説明】
【００７６】
１０　固定部
１２　回転規制部
１３　移動規制部
２０　光学素子
３０　可動部
４０　ボール
４１　転動面
４２　転動面

【図１】 【図２】
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